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１
「
学
制
」
と
道
徳
教
育

明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
の
「
学
制
」
に
よ
っ
て
、
我
が
国
の
近
代
学
校
は

発
足
し
た
。
こ
れ
を
出
す
に
あ
た
り
政
府
か
ら
「
被
仰
出
番
」
（
オ
オ
セ
イ
ダ

サ
レ
シ
シ
ョ
）
（
太
政
官
布
告
二
一
四
号
）
が
布
達
せ
ら
れ
た
が
、
こ
れ
に
は

「
詞
章
記
章
の
末
に
趨
り
空
理
虚
談
の
途
に
陥
」
る
弊
害
を
排
し
て
実
学
を
尊

重
し
、
「
自
今
以
後
一
般
の
人
民
必
ず
邑
に
不
学
の
戸
な
く
家
に
不
学
の
人
な

か
ら
し
め
ん
事
を
期
」
し
た
点
、
明
治
維
新
政
府
の
教
育
方
針
が
最
も
よ
く
現

れ
て
、
そ
の
指
導
理
念
は
従
来
の
封
建
社
会
の
生
活
を
倫
理
を
一
新
し
て
、
近

代
的
な
個
人
主
義
、
功
利
主
義
を
根
幹
と
す
る
合
理
主
義
教
育
、
科
学
尊
重
教

育
、
実
利
主
義
教
育
に
留
意
す
る
新
教
育
に
転
換
し
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
「
学
制
」
に
於
い
て
は
尋
常
小
学
校
を
上
等
、
下
等
の
二
段
階
に

分
か
ち
、
下
等
小
学
校
四
カ
年
、
上
等
小
学
校
四
カ
年
で
計
八
カ
年
の
修
業
年

限
で
あ
る
。
下
等
小
学
校
に
於
い
て
は
、
そ
の
教
科
目
を
綴
字
、
習
字
、
単
語
、

会
話
、
読
本
、
国
体
、
書
臓
（
と
く
）
、
文
法
等
十
五
力
目
、
上
等
小
学
校
に

於
い
て
は
そ
の
他
、
更
に
史
学
大
意
、
幾
何
大
意
六
力
目
を
加
え
る
こ
と
を
規

定
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
小
学
校
の
道
徳
教
育
に
つ
い
て
見
る
と
、
下
等
小
学
校
の
教
科
の

第
六
番
目
に
修
身
科
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
授
業
は
、
第
二
学
年
前
期
ま

明
治
の
道
徳

ｉ
ｌ
‐

悩
教
育

教
育
政
策
を
中
心

で
は
毎
週
二
時
間
、
後
期
に
は
毎
週
一
時
間
で
、
第
三
学
年
以
降
に
は
な
か
っ

た
。
上
等
小
学
校
に
は
、
修
身
科
と
い
う
教
科
そ
の
も
の
が
な
い
。
結
局
、
八

年
制
小
学
校
で
あ
る
が
、
道
徳
教
育
の
授
業
は
低
学
年
の
二
カ
年
だ
け
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
小
学
校
を
終
た
る
も
の
の
入
学
す
る
に
於
い
て
も
、
二
段
階
制

で
、
下
等
中
学
三
カ
年
、
上
等
中
学
校
三
カ
年
、
計
六
カ
年
の
修
業
年
限
で
あ

る
。
両
者
と
も
に
、
国
語
学
、
算
術
、
習
字
等
、
二
十
教
科
目
を
必
修
と
し
て

い
る
が
、
そ
の
教
科
に
つ
い
て
見
る
と
、
下
等
中
学
の
第
十
四
番
目
、
上
等
中

学
の
第
十
一
地
目
の
修
身
科
を
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
右
の
小
学

校
の
場
合
と
合
せ
て
考
え
て
見
る
と
、
「
学
制
」
に
於
い
て
は
、
道
徳
教
育
を

特
に
重
視
し
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
ま
た
こ
の
修
身
教
科
書
も
欧
米
の
教

科
書
の
翻
訳
が
用
い
ら
れ
る
と
い
う
有
様
で
、
、
修
身
教
育
は
軽
視
さ
れ
た
と
言

う
べ
き
で
あ
る
。

し
か
ら
ぱ
「
学
制
」
の
中
に
、
小
学
教
科
中
に
「
修
身
」
を
、
中
学
教
科
目

に
「
修
身
学
」
を
お
い
て
道
徳
教
育
を
行
な
う
意
図
を
示
し
た
の
は
い
か
な
る

由
来
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
学
制
」
領
布
ま
で
の
経
過
を
通

し
て
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
明
治
四
年
七
月
、
廃
藩
置
県
に
よ
っ
て
中
央
政

権
の
確
立
が
達
成
さ
れ
、
全
国
統
一
の
政
治
体
制
が
出
来
上
る
と
、
直
ち
に
文

部
省
が
設
置
さ
れ
、
全
国
の
教
育
を
中
央
で
掌
握
す
る
行
政
が
動
き
出
し
た
。

文
部
省
で
は
同
年
十
二
月
に
箕
作
麟
祥
（
仏
法
典
学
者
）
、
河
津
祐
之
（
「
仏

J

に

尾
崎
耕
典
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国
学
制
」
訳
書
校
閲
）
、
内
田
正
雄
（
「
和
蘭
学
制
」
訳
者
）
、
瓜
生
寅
（
英
学

者
）
、
岩
佐
純
（
洋
医
学
者
）
等
、
十
二
名
の
学
制
取
調
掛
を
任
命
し
、
新
し
い

教
育
体
制
の
企
画
を
始
め
た
。

こ
れ
ら
の
学
制
取
調
掛
は
急
速
に
立
案
を
進
め
、
数
カ
月
に
し
て
草
案
を
作

成
し
、
翌
五
年
六
月
に
は
、
「
学
制
草
案
」
を
付
し
た
文
部
省
の
「
伺
書
」
が

左
院
に
提
出
さ
れ
る
と
い
う
ま
さ
に
こ
の
膨
大
な
組
織
の
「
学
制
」
が
、
神
わ

ざ
の
早
さ
で
作
成
さ
れ
た
と
い
う
事
実
か
ら
も
、
又
学
制
取
調
掛
に
任
命
さ
れ

た
顔
ぶ
れ
か
ら
も
、
「
学
制
」
が
こ
と
ご
と
く
日
本
人
自
身
の
手
で
立
案
さ
れ

た
も
の
で
な
い
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
事
実
、
そ
れ
は
大
部
分
当
時
佐

沢
太
郎
に
よ
っ
て
翻
訳
さ
れ
た
「
仏
国
学
制
」
の
う
呑
み
、
あ
る
い
は
焼
直
し

に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
仏
国
学
制
」
と
「
学
制
」
を
比
較
す

れ
ば
一
見
し
て
明
ら
か
な
る
も
の
で
あ
る
。

従
っ
て
修
身
科
が
国
民
教
育
の
一
教
科
と
し
て
採
択
さ
れ
た
の
も
、
又
「
仏

国
学
制
」
の
模
倣
に
淵
源
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
修
身
及
び
奉
教
の
道
は
、

「
仏
国
学
制
」
に
規
定
さ
れ
た
小
・
中
学
校
の
教
科
目
の
筆
頭
に
か
か
げ
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
規
定
が
い
さ
さ
か
順
序
を
か
え
て
、
明
治
五
年

の
「
学
制
」
に
於
け
る
小
・
中
学
校
の
教
科
目
と
な
っ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

た
だ
フ
ラ
ン
ス
の
教
育
制
度
に
修
身
科
と
い
う
も
の
が
あ
る
か
ら
、
日
本
の

「
学
制
」
に
も
必
要
で
あ
る
と
い
う
の
で
、
全
く
無
自
覚
的
に
こ
れ
を
一
科
目

と
し
て
採
択
し
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。

従
っ
て
「
学
制
」
は
道
徳
教
育
を
軽
視
し
た
と
言
う
よ
り
も
、
修
身
科
が
何

を
目
標
と
し
て
い
た
も
の
か
明
確
に
把
握
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

と
い
う
の
催
文
部
省
が
定
め
た
教
則
（
明
治
五
年
九
月
）
に
指
定
さ
れ
た

修
身
教
科
書
の
中
に
は
、
「
性
法
略
」
「
仏
蘭
西
民
法
」
が
あ
る
が
、
い
ず
れ

も
こ
れ
ら
の
教
科
書
は
、
フ
ラ
ン
家
の
原
書
を
翻
訳
し
た
も
の
で
、
し
か
も
内

容
的
に
は
法
律
書
や
フ
ラ
ン
ス
の
共
和
政
体
を
説
明
し
て
い
る
も
の
で
、
道
徳

書
と
し
て
の
性
格
に
は
疑
問
が
あ
っ
た
。

修
身
と
い
う
も
の
を
設
け
る
に
は
設
け
た
が
、
そ
れ
は
一
体
い
か
な
る
内
容

を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
か
、
ま
た
、
そ
れ
を
い
か
に
教
授
す
べ
き
も
の
で
あ
る

か
、
な
ど
と
い
う
問
題
に
な
れ
ば
当
時
は
全
く
五
里
霧
中
の
有
様
で
あ
っ
た
と

い
う
外
は
な
い
。

又
一
面
に
於
い
て
「
学
制
」
の
目
指
し
た
も
の
は
、
欧
米
並
み
の
近
代
国
家

に
追
い
つ
く
た
め
の
国
策
か
ら
割
り
出
さ
れ
た
学
校
で
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
く

教
育
内
容
の
編
成
で
あ
っ
た
か
ら
、
道
徳
教
育
が
軽
視
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に

も
な
る
。

し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
、
小
・
中
学
校
に
於
け
る
必
修
科
目
と
し
て
修
身

科
を
取
り
入
れ
た
以
上
、
と
も
か
く
も
こ
れ
を
授
業
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
が
た
め
に
は
先
ず
教
科
書
で
あ
る
。
し
か
し
当
時
は
、
一
定
の
方
針
の

下
に
一
貫
し
た
教
科
書
を
編
蕊
す
る
力
は
な
か
っ
た
上
に
、
世
を
上
げ
て
欧
米

心
酔
の
時
代
で
あ
っ
た
か
ら
、
大
部
分
が
欧
米
書
の
翻
訳
も
の
で
あ
っ
た
。

仏
ポ
ン
ス
著

泰
西
観
善
訓
蒙
前
篇
三
冊

箕
作
麟
祥
訳

英
チ
ャ
ン
ブ
ル

童
蒙
教
草
五
冊

福
沢
諭
吉
訳

蘭
プ
シ
ォ
リ
ン
ロ
著
性
法
略
二
冊

神
田
孟
悟
訳

英
ゼ
ェ
ム
ス
・
メ
ン
著
健
全
学
六
冊

杉
田
玄
端
訳

新
井
尭
民
箸
民
家
童
蒙
解
三
冊

方
〆
エ
〃
イ
ー
ブ
ン
賑
ｒ

修
身
論
三
冊

阿
部
泰
蔵
訳

蘭
フ
リ
ヶ
著

小
学
道
徳
論

松
田
正
久
訳

米
コ
ウ
デ
リ
ー
著

訓
蒙
叢
談

海
老
名
普
訳

英
ス
マ
イ
ル
ス
著

中
村
正
直
訳

西
国
立
志
編
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そ
の
後
、
更
に
追
加
指
定
さ
れ
た
り
、
指
定
以
外
の
も
の
も
採
用
さ
れ
た
り

し
た
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
、
や
は
り
合
せ
も
の
や
、
翻
訳
も
の
で
あ
っ
た
。

ゆ
え
に
こ
れ
と
当
時
用
い
ら
れ
た
教
科
書
の
内
容
に
至
っ
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
の

法
律
書
た
る
「
性
法
略
」
が
、
下
等
小
学
二
年
級
に
於
い
て
修
身
の
教
科
書
と

し
て
用
い
ら
れ
た
事
実
に
よ
っ
て
も
明
白
で
あ
る
が
、
当
時
は
相
当
広
範
囲
に

渡
っ
て
法
律
が
修
身
の
代
用
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
と
同
時

に
修
身
科
は
い
ま
だ
名
実
共
に
独
立
の
一
教
科
を
な
さ
ず
、
特
に
法
律
と
修
身

は
し
ば
し
ば
混
同
さ
れ
る
と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
。
又
明
治
五
年
の
「
学
制
」

に
於
い
て
定
め
ら
れ
た
教
則
に
し
て
も
、
下
等
小
学
校
の
第
一
年
級
の
修
身
は

「
民
間
童
蒙
解
」
（
全
四
冊
、
常
盤
漂
北
著
）
「
童
蒙
教
草
」
に
依
っ
て
教
師

が
口
授
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
第
二
年
級
に
進
む
と
「
観
善
訓
蒙
」
「
修

身
論
」
「
性
法
略
」
等
を
用
い
て
こ
れ
を
口
授
さ
せ
た
の
で
あ
っ
て
、
当
時
の

修
身
教
科
書
の
内
容
が
、
東
西
和
漢
洋
の
混
清
で
あ
っ
て
、
支
離
滅
裂
の
も
の

で
あ
う
た
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
比
較
的
多
く
読
ま
れ
た
ウ
ェ
イ
ラ
ン
ド
の

「
修
身
論
」
は
西
洋
道
徳
書
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、

権
利
、
義
務
の
観
念
で
親
子
関
係
を
説
明
し
て
お
り
、
道
徳
書
と
し
て
の
性
格

は
疑
し
き
も
の
で
あ
っ
た
。

か
よ
う
に
明
治
初
年
の
修
身
教
科
書
は
、
わ
ず
か
そ
の
一
部
を
見
た
だ
け
で

も
、
ま
こ
と
に
雑
然
、
粉
然
、
帰
一
す
る
と
こ
ろ
の
な
い
有
様
で
あ
っ
て
、
修

身
科
そ
の
も
の
も
内
容
本
体
を
把
握
す
る
こ
と
の
不
可
能
な
も
の
で
あ
っ
た
ば

か
り
で
な
く
、
当
初
は
こ
れ
と
他
の
教
科
と
の
区
別
さ
え
も
極
め
て
陵
味
な
も

の
で
あ
っ
た
。

か
よ
う
に
明
治
初
年
か
ら
十
年
代
に
か
け
て
、
我
が
国
の
修
身
教
育
は
、
そ

の
教
科
書
も
、
教
師
も
教
授
の
方
法
も
、
全
く
無
主
義
、
無
方
針
で
あ
っ
て
、

そ
の
効
果
の
如
き
、
全
然
期
待
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
我
々
が
当

時
の
修
身
科
の
傾
向
を
通
し
て
把
握
で
き
る
明
治
初
期
の
道
徳
思
想
の
一
つ
の

証
拠
を
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
修
身
教
科
書
が

欧
米
の
修
身
や
道
徳
に
関
す
る
書
物
で
あ
っ
た
か
ら
、
大
体
自
由
主
義
的
、
個

人
主
義
的
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
。

福
沢
諭
吉
の
「
童
蒙
教
草
」
を
例
に
取
っ
て
見
て
も
、
個
人
の
自
由
平
等
を

基
調
し
た
西
洋
道
徳
が
そ
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
又
、
当
時
教
員
養
成
の
た

め
に
東
京
に
設
置
さ
れ
た
師
範
学
校
で
定
め
た
「
小
学
生
徒
心
得
」
に
し
て
も

日
常
生
活
態
度
の
訓
練
、
し
つ
け
を
ね
ら
っ
た
の
で
、
基
本
的
な
礼
儀
、
作
法

を
主
と
し
た
道
徳
教
育
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
注
目
す
べ
き
は
、
親
に
孝
行
せ
よ
と
か
、
天
皇
を
尊
び
忠
義
を
つ
く

せ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
全
く
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

修
身
科
が
超
国
家
主
義
や
軍
国
主
義
を
奉
じ
た
も
の
で
な
く
自
由
主
義
的
、

個
人
主
義
的
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
。
後
の
修
身
科
と
は
非
常
に
異
っ
た
道
徳

教
育
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

２
「
教
育
大
旨
」
と
道
徳
教
育

「
学
制
」
に
よ
る
近
代
的
教
育
制
度
お
よ
び
そ
の
教
育
内
容
は
、
基
本
的
に

は
フ
ラ
ン
ス
、
ア
メ
リ
カ
等
の
欧
米
の
近
代
学
校
の
そ
れ
を
ほ
ぼ
直
訳
的
に
取

り
入
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
前
述
し
た
が
へ
当
時
の
国
民
の
生
活
の
実
情

に
十
分
に
対
応
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
理
想
が
あ
ま
り
に
高
遠
で

あ
り
、
か
つ
画
一
的
に
過
ぎ
、
強
い
て
こ
れ
を
実
施
し
よ
う
と
し
た
た
め
に
干

渉
が
そ
の
度
過
大
で
種
々
の
弊
害
を
生
じ
た
と
さ
れ
る
。
〃
し
か
し
直
接
的
な
理

由
は
地
祖
改
正
等
の
不
満
に
よ
る
民
衆
の
蜂
起
や
不
正
士
族
の
叛
乱
が
基
盤
の

も
ろ
い
新
政
府
を
恐
怖
さ
せ
、
地
祖
軽
減
な
ど
の
措
置
と
と
も
に
、
民
衆
の
負

担
で
あ
っ
た
「
学
制
」
の
体
制
を
も
後
退
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
政
治

的
背
景
が
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
事
柄
は
や
が
て
「
学
制
」
に
よ
る
教
育
の
行
き
詰
り
を
招
来
し
、

明
治
十
二
年
九
月
、
「
学
制
」
を
廃
し
て
新
し
い
「
教
育
令
」
が
公
布
さ
れ
た
。

こ
の
「
教
育
令
」
は
わ
ず
か
に
四
十
七
条
か
ら
成
る
も
の
で
条
文
の
多
い
「
学
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制
」
と
は
全
く
異
る
上
に
、
学
科
目
に
も
大
改
正
が
加
え
ら
れ
、
又
学
校
の
設
備
、

管
理
、
教
科
の
内
容
な
ど
も
極
め
て
自
由
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
世
に
こ
れ

を
「
自
由
教
育
令
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
自
由
主
義
を
基
調
と
し
た
も

の
で
「
学
制
」
の
強
制
主
義
、
画
一
主
義
の
弊
害
を
除
き
当
時
の
時
勢
に
応
じ

た
制
度
に
よ
り
、
大
い
に
教
育
を
振
興
し
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
「
教

育
令
」
は
あ
ま
り
に
も
放
任
に
過
ぎ
た
、
国
民
は
、
政
府
の
就
学
強
制
の
方
針

が
棄
て
ら
れ
た
も
の
と
曲
解
し
、
公
立
学
校
を
廃
す
る
も
の
や
、
不
備
な
寺
小

屋
風
私
立
学
校
が
増
加
し
、
就
学
者
が
減
退
す
る
等
著
し
く
退
歩
の
状
が
報
告

さ
れ
た
。
こ
の
事
実
は
、
反
っ
て
教
育
の
国
家
干
渉
に
好
適
な
き
っ
か
け
を
与

え
て
し
ま
っ
た
。
民
権
運
動
の
弾
圧
に
乗
出
し
た
政
府
は
こ
の
自
由
主
義
的

「
教
育
令
」
を
逆
用
し
、
政
府
反
動
の
切
り
換
え
と
共
に
国
家
主
義
的
イ
デ
オ

ロ
ダ
ー
教
育
を
も
ち
込
む
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
れ
よ
り
先
す
で
に
明
治
十
一
年
に
文
明
開
化
的
「
学
制
」
に
対
し
て
天
皇

の
名
に
於
い
て
批
判
が
出
さ
れ
た
。
明
治
天
皇
が
東
山
道
、
北
海
道
、
東
海
道
、

を
巡
幸
さ
れ
た
後
、
教
育
振
興
に
つ
い
て
の
御
感
想
を
漢
学
者
の
侍
講
元
田
永

芋
に
筆
さ
て
「
教
学
式
旨
」
と
し
て
公
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

「
教
学
大
旨
」
は
「
維
新
ノ
始
首
ト
シ
テ
順
習
ヲ
破
り
知
識
ヲ
世
界
ニ
求
ム

ル
ノ
卓
見
ヲ
以
テ
ー
時
西
洋
ノ
長
所
ヲ
取
り
日
新
ノ
効
ヲ
奏
」
し
は
し
た
が
、

「
軸
近
専
ヲ
知
識
才
芸
ノ
ミ
ヲ
尚
上
文
明
開
化
ノ
末
二
馳
セ
品
行
ヲ
破
り
風
俗

ヲ
傷
フ
者
少
カ
ラ
」
ざ
る
状
態
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
る
に
「
我
祖
訓
国
典
ノ

大
旨
上
下
一
般
ノ
教
ト
ス
ル
所
」
は
、
「
仁
義
忠
孝
ヲ
明
ラ
カ
ニ
シ
テ
知
識
才

芸
ヲ
究
メ
人
道
ヲ
尽
ス
」
こ
と
に
あ
る
。
現
状
の
ま
ま
で
は
「
君
臣
父
子
ノ
大

義
ヲ
知
ラ
サ
ル
ニ
至
ラ
ン
モ
測
ル
可
カ
ラ
」
ざ
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
ら
、
「
自

今
以
住
祖
宗
ノ
訓
典
二
基
ヅ
キ
専
ラ
仁
義
忠
孝
ヲ
明
ラ
カ
ニ
シ
テ
道
徳
ノ
学
ハ

孔
子
ヲ
主
ト
シ
テ
人
々
誠
実
品
行
ヲ
尚
上
然
ル
上
各
科
ノ
学
ハ
ソ
ノ
才
器
二
随

テ
益
ラ
長
進
シ
道
徳
才
芸
本
末
全
満
シ
テ
大
中
至
正
ノ
教
学
二
布
満
セ
シ
メ
ハ

我
邦
立
ノ
精
神
二
於
テ
宇
内
二
恥
ル
コ
ト
無
カ
ル
ヘ
シ
」
と
い
う
儒
教
道
徳
に

よ
る
国
教
の
確
立
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
「
教
学
大
旨
」
を
伊

藤
博
文
は
井
上
に
「
教
育
談
」
を
起
草
さ
せ
奏
上
し
た
り
、
又
元
田
一
侍
講
も

「
教
学
議
附
議
」
を
草
し
て
奏
答
し
た
り
、
種
々
の
経
緯
は
あ
っ
た
が
、
結
局

政
府
は
こ
の
「
教
学
大
旨
」
を
契
機
と
し
て
儒
教
を
根
本
と
す
る
道
徳
教
育
振

興
の
た
め
の
一
連
の
注
目
す
べ
き
施
策
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。
「
学
制
」
を

廃
止
し
て
自
由
主
義
的
教
育
令
を
公
布
し
た
政
府
は
、
「
教
学
大
旨
」
が
出
る

に
及
ん
で
再
び
中
央
集
権
的
な
「
改
正
教
育
令
」
を
十
三
年
十
二
月
に
施
行
し

た
。
こ
れ
は
当
時
の
自
由
民
権
運
動
と
そ
の
思
想
の
普
及
を
恐
れ
た
政
府
や
元

田
永
享
そ
の
他
の
保
守
派
の
人
々
が
東
洋
倫
理
の
忠
孝
仁
義
を
中
核
と
す
る
道

徳
を
注
入
す
る
こ
と
を
必
要
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
「
改
正
教
育
令
」
で
は
「
小
学
校
ハ
普
通
ノ
教
育
ヲ
児
童
二
授
ケ
ル
所

ニ
シ
テ
其
学
科
ヲ
修
身
ノ
読
書
、
習
字
、
算
術
、
地
理
、
歴
史
等
ノ
初
歩
ト
ス

…
…
」
（
第
三
条
）
と
規
定
し
て
修
身
科
を
諸
教
科
の
筆
頭
に
置
き
、
又
こ
の

教
育
令
の
実
施
要
領
た
る
「
小
学
校
教
則
綱
領
」
（
明
治
十
四
年
）
で
は
修
身
科

の
教
授
要
旨
を
「
簡
易
ノ
格
言
事
実
等
二
就
テ
徳
性
ヲ
掴
燕
シ
兼
テ
作
法
ヲ
授

ク
」
と
規
定
し
た
。
格
言
暗
記
主
義
を
採
用
し
た
そ
の
時
間
数
は
初
等
科
、
中

等
科
で
は
各
学
年
毎
週
六
時
間
、
高
等
科
で
は
各
学
年
毎
週
三
時
間
と
い
う
授

業
時
間
数
が
割
り
当
て
ら
れ
た
。
こ
れ
は
「
学
制
」
時
代
と
小
学
校
の
全
修
業

年
限
と
同
じ
八
カ
年
で
あ
る
が
、
修
身
科
の
授
業
時
間
数
は
実
に
十
二
倍
の
増

加
で
あ
っ
た
。

修
身
教
科
書
に
於
い
て
は
十
三
年
三
月
叉
部
省
に
編
輯
局
が
お
か
れ
、
修
身

教
科
書
の
編
纂
に
着
手
、
翌
四
月
に
西
村
茂
樹
編
文
部
省
発
行
「
小
学
修
身
訓
」

を
刊
行
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
学
問
、
生
業
、
立
志
修
徳
、
養
智
、
処
事
、
家
倫

附
師
弟
、
交
際
な
ど
で
あ
る
が
、
そ
の
例
話
、
訓
話
は
全
般
的
に
儒
教
主
義
道

徳
の
色
彩
が
濃
く
、
処
々
に
西
欧
的
な
も
の
が
散
見
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

西
村
茂
樹
編
「
小
学
修
身
訓
」
が
編
纂
さ
れ
る
一
方
に
於
い
て
、
政
府
は
十

三
年
六
月
地
方
学
務
局
に
取
調
掛
を
置
き
教
科
用
書
を
取
調
べ
さ
せ
、
明
治
十
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三
年
八
月
教
科
用
書
と
し
て
採
用
す
る
可
否
を
指
示
し
た
書
名
、
書
著
名
の
一

覧
表
を
各
府
県
に
通
達
し
た
。
又
十
二
月
に
は
文
部
省
令
に
於
い
て
「
国
安
ヲ

害
シ
風
俗
ヲ
素
乱
ス
ル
如
キ
事
項
ヲ
記
載
セ
ル
書
籍
」
は
教
科
書
と
し
て
採
用

し
な
い
よ
う
念
を
押
し
、
従
来
指
定
し
あ
る
い
は
奨
励
し
て
き
た
反
訳
修
身
書

の
使
用
を
禁
止
し
た
。
そ
の
中
に
は
福
沢
諭
吉
「
通
俗
国
権
論
」
「
通
俗
民
権

論
」
や
加
藤
弘
之
「
国
体
新
論
」
「
立
憲
政
体
略
」
な
ど
が
入
っ
て
お
り
、
明

ら
か
に
民
権
思
想
に
関
す
る
著
作
を
禁
止
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ

る
。

こ
の
よ
う
な
教
育
内
容
の
統
制
は
、
こ
れ
を
実
際
に
運
営
す
る
教
員
へ
の
統

制
に
及
ん
で
く
る
。
品
行
不
正
ナ
ル
者
ハ
教
員
タ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
、
「
学

校
教
員
品
行
検
定
規
則
」
に
お
い
て
行
動
を
限
定
さ
れ
た
教
員
は
、
明
治
十
四

年
六
月
の
「
小
学
校
教
員
心
得
」
に
よ
っ
て
そ
の
方
向
が
規
制
さ
れ
る
。
「
小

学
校
教
員
ノ
良
否
ハ
普
通
教
育
ノ
弛
張
二
関
シ
普
通
教
育
ノ
弛
張
ハ
国
家
ノ
隆

替
二
係
ル
其
ノ
任
夕
ル
重
旦
大
ナ
リ
ト
謂
フ
ヘ
シ
今
夫
小
学
校
教
員
其
人
ヲ
得

テ
普
通
教
育
ノ
目
的
ヲ
達
シ
人
々
ヲ
シ
テ
身
ヲ
修
メ
業
二
就
カ
ジ
メ
ル
ニ
ア
ラ

ン
ハ
何
二
由
テ
カ
尊
キ
愛
国
ノ
志
ヲ
振
起
シ
風
俗
ヲ
シ
テ
淳
美
ナ
ラ
シ
メ
民
ヲ

シ
テ
富
厚
ナ
ラ
シ
メ
以
テ
国
家
ノ
安
寧
福
祉
ヲ
増
進
ス
ル
ヲ
得
ン
ャ
」
。

．
小
学
校
教
員
ノ
「
因
テ
其
格
守
実
践
ス
ヘ
キ
要
款
」
と
し
て
十
六
カ
条
が
挙

げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
第
一
項
は
、
「
人
ヲ
尊
ピ
テ
善
良
ナ
ラ
シ
ム
ル
ハ
多
識

ナ
ラ
シ
ム
ル
ニ
比
ス
レ
ハ
更
二
緊
要
ナ
リ
ト
ス
故
二
教
員
タ
ル
者
ハ
殊
二
道
徳

ノ
教
育
ニ
カ
ヲ
用
上
生
徒
ヲ
シ
テ
皇
室
二
忠
ニ
シ
テ
国
家
ヲ
愛
シ
父
母
ニ
孝
ニ

シ
テ
長
上
ヲ
敬
シ
朋
友
ニ
信
二
シ
テ
卑
幼
ヲ
慈
シ
及
自
己
ヲ
重
ン
ス
ル
等
凡
テ

人
倫
ノ
大
道
二
道
暁
セ
シ
メ
且
常
二
己
力
身
ヲ
以
テ
之
ガ
模
範
ト
ナ
リ
生
徒
ヲ

シ
テ
徳
性
二
薫
染
シ
善
行
二
感
化
セ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
務
ム
ヘ
シ
」
、
教
育
は

「
尊
皇
愛
国
ノ
志
気
ヲ
振
起
」
す
る
使
徒
た
る
べ
き
と
し
、
徳
育
優
先
の
思
想

を
強
く
表
現
し
て
い
る
。
当
時
こ
の
「
小
学
校
教
則
綱
領
」
「
小
学
校
教
員
心

得
」
の
起
草
者
江
木
干
之
は
自
ら
抱
負
を
次
の
よ
う
に
回
顧
し
て
い
る
。

一
時
的
間
に
合
せ
の
教
育
改
正
は
出
来
た
が
、
実
際
教
育
に
従
事
す
る
者
の

頭
脳
が
一
変
し
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
痛
感
．
し
、
す
な
わ
ち
一
般

教
員
に
対
す
る
訓
条
と
云
う
も
の
を
発
布
し
て
、
皇
道
主
義
の
教
育
方
針
精
神

を
貫
徹
せ
し
め
る
こ
と
が
緊
要
で
あ
る
と
考
え
た
。
…
…
智
育
偏
重
、
欧
米
心

酔
の
教
育
を
一
変
し
て
皇
道
主
義
に
引
直
し
た
る
一
大
画
期
的
な
挙
で
あ
っ

た
。
（
江
木
干
之
翁
経
歴
談
）

封
建
的
伝
統
的
方
向
に
教
員
を
洗
脳
し
よ
う
と
し
た
訓
条
で
あ
っ
た
わ
け
で

あ
る
。
明
治
初
年
の
文
明
開
化
へ
の
意
欲
は
全
く
封
ぜ
ら
れ
、
保
守
反
動
の
国

家
主
義
が
大
き
く
教
育
を
覆
う
こ
と
に
な
る
。

十
四
年
七
月
に
「
小
学
校
教
員
免
許
状
授
与
之
心
得
」
の
改
正
に
よ
っ
て
、

「
碩
学
老
儒
ノ
徳
望
ア
リ
テ
修
身
科
ノ
教
授
ヲ
善
ク
ス
ル
者
」
は
学
力
検
定
を

要
さ
ず
に
訓
導
に
任
用
し
得
る
こ
と
と
し
た
の
は
当
時
の
道
徳
教
育
政
策
を
示

す
一
つ
の
好
例
と
い
え
よ
う
。
明
治
十
五
年
十
二
月
に
は
、
「
幼
学
綱
要
」
が

地
方
長
官
会
議
に
上
京
中
で
あ
っ
た
地
方
長
官
に
宮
中
に
参
内
せ
し
め
勅
諭
と

共
に
下
賜
さ
れ
た
。
い
わ
ば
勅
選
の
修
身
書
で
あ
る
。
そ
の
趣
旨
は
領
布
の
勅

諭
の
中
に
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。

「
…
…
前
今
学
科
多
端
本
末
ヲ
誤
ル
者
ハ
鮮
カ
ラ
ス
年
少
就
学
者
最
モ
当
二

忠
孝
ヲ
本
ト
シ
仁
義
ヲ
先
ニ
ス
ヘ
シ
因
テ
儒
臣
二
命
シ
テ
此
書
ヲ
編
纂
シ
群
下

二
領
賜
シ
明
倫
修
徳
ノ
要
葱
二
在
ル
事
ヲ
知
ラ
シ
ム
」
と
、
そ
の
基
本
理
念
は
、

さ
き
の
「
教
学
大
旨
」
と
同
一
で
あ
り
、
そ
れ
を
さ
ら
に
展
開
し
た
も
の
と
い

っ
て
よ
い
。
そ
の
内
容
は
孝
行
、
忠
節
、
和
順
、
友
愛
な
ど
二
十
徳
目
か
ら
成

り
、
各
徳
目
ご
と
に
儒
教
の
経
典
か
ら
経
語
を
抄
出
し
、
和
漢
の
事
績
か
ら
豊

欝
な
例
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
の
徳
目
は
分
類
方
式
で
後
の
修
身
教
科
書
の
形

式
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
よ
う
で
あ
る
。

「
幼
学
綱
要
」
が
領
布
さ
れ
た
翌
十
六
年
文
部
省
が
出
し
た
「
小
学
修
身
書
」

で
は
西
洋
の
書
名
や
人
名
、
格
言
等
は
全
て
姿
を
消
し
て
孝
経
や
論
語
等
が
、

圧
倒
的
に
多
く
取
り
入
れ
て
い
る
。守
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こ
こ
に
至
っ
て
修
身
書
は
、
完
全
に
前
近
代
的
な
報
恩
献
身
の
儒
教
倫
理
に

切
り
換
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

明
治
政
府
は
明
治
初
期
以
来
の
欧
米
万
能
主
義
的
教
育
の
行
き
過
ぎ
を
是
正

し
、
か
つ
又
自
由
民
権
運
動
の
嵐
か
ら
教
育
を
守
る
た
め
に
、
明
治
十
二
年
に

「
教
学
大
旨
」
、
十
三
年
に
「
改
正
教
育
令
」
、
十
四
年
に
「
小
学
校
教
員
心

得
」
、
「
学
校
教
員
品
行
検
定
規
則
」
「
小
学
校
教
員
免
許
状
授
与
之
心
得
」

及
び
「
小
学
校
教
則
綱
領
」
そ
し
て
十
五
年
に
は
「
幼
学
綱
要
」
の
領
布
と
い

う
よ
う
な
一
連
の
係
守
的
教
育
対
策
を
講
じ
て
き
た
こ
と
を
前
述
し
た
。

し
か
し
こ
れ
ら
の
教
育
対
策
は
そ
の
後
順
調
に
進
行
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
「
小
学
校
教
員
免
許
状
授
与
之
心
得
」
に
於
い
て
、
修
身
科
の
教
授

の
た
め
に
「
碩
学
肩
老
儒
」
を
起
用
す
る
よ
う
な
露
骨
な
儒
教
主
義
の
復
活
は
福

沢
諭
吉
を
し
て
明
治
十
五
年
「
徳
育
余
論
」
の
著
述
を
な
さ
し
め
、
「
元
禄
の

忠
孝
世
界
」
を
復
活
し
、
「
陶
虞
三
代
の
古
典
」
を
観
め
る
と
は
甚
だ
し
い
時

代
錯
誤
で
あ
る
と
批
判
さ
せ
、
「
今
の
徳
は
輿
論
に
従
っ
て
も
自
主
独
立
の

旨
」
を
強
調
す
べ
き
で
あ
る
と
道
徳
教
育
の
あ
り
方
に
根
本
的
対
立
を
生
ぜ
し

め
た
。

実
に
こ
の
福
沢
の
徳
育
論
は
教
育
勅
語
の
換
発
を
促
進
せ
し
め
る
こ
と
に
な

る
。
い
わ
ゆ
る
「
徳
育
混
乱
時
代
」
の
発
端
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
加
藤
引

之
は
明
治
二
十
年
に
「
徳
育
方
法
論
」
を
著
わ
し
宗
教
を
基
礎
と
し
て
学
校
徳

育
の
改
善
を
な
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
、
能
勢
栄
は
明
治
二
十
三
年
、
「
徳
育

鎮
定
論
」
を
著
わ
し
て
「
今
の
世
に
孔
孟
の
教
を
唱
う
る
は
迂
澗
」
で
あ
る
と

述
べ
た
。
以
上
の
よ
う
な
徳
育
論
に
対
し
て
、
元
田
永
季
は
明
治
二
十
年
、
「
国

教
論
」
を
著
わ
し
、
従
来
の
主
張
そ
の
ま
ま
に
孔
子
の
教
え
を
基
礎
と
し
て
国

教
を
樹
て
る
べ
き
だ
と
し
、
西
村
茂
樹
は
明
治
二
十
年
、
「
日
本
道
徳
論
」
を
著

わ
し
、
儒
教
を
根
本
と
じ
て
西
洋
哲
学
を
参
考
と
し
て
国
民
道
徳
の
体
系
を
樹

て
よ
う
と
し
、
内
藤
耽
隻
は
明
治
二
十
一
年
「
国
体
発
揮
」
を
著
わ
し
、
「
天

祉
の
宝
訓
」
を
奉
じ
て
人
論
を
正
す
と
こ
ろ
に
我
が
国
教
化
の
根
本
が
存
す
る

と
説
い
た
。

以
上
は
明
治
二
十
年
前
後
に
於
け
る
徳
育
論
の
諸
相
で
あ
る
が
、
ま
さ
に
百

家
争
鳴
の
感
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
は
、
実
際
界
も
ま
た
ひ
ど
く
混
迷
し

た
。
ち
ょ
う
ど
二
十
年
の
「
小
学
教
則
」
の
改
正
に
よ
っ
て
、
修
身
教
育
は
教

科
書
に
よ
ら
ず
、
も
っ
ぱ
ら
談
話
の
形
で
行
な
う
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
の
で
、

修
身
教
授
は
い
わ
ば
無
軌
道
状
態
に
な
り
、
各
教
師
の
好
み
に
任
せ
て
思
い
思

い
の
授
業
を
進
め
る
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
。
「
漢
学
系
の
老
教
師
は
孔
孟
の

教
え
を
説
く
に
急
に
本
邦
を
忘
れ
、
神
官
出
の
教
師
は
も
っ
ぱ
ら
唯
神
の
道
を

奉
じ
、
欧
化
主
義
の
教
師
は
例
語
格
言
を
全
て
欧
米
に
と
り
、
僧
侶
系
の
教
師

は
ひ
た
す
ら
仏
徳
を
た
た
え
て
譲
ら
な
ど
と
修
身
科
の
教
授
を
混
乱
さ
せ
た

の
は
勿
論
の
こ
と
、
我
が
国
思
想
界
全
休
の
混
乱
を
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。

の
み
な
ら
ず
時
恰
も
条
約
改
正
問
題
を
ひ
か
え
、
世
は
あ
げ
て
欧
化
主
義
の

波
に
の
り
、
絢
馴
た
る
鹿
鳴
館
時
代
を
出
現
し
て
い
た
が
、
ま
さ
に
内
憂
外
患

こ
も
ご
も
至
り
、
わ
が
国
教
育
界
、
思
想
界
を
混
乱
の
鮒
渦
に
陥
入
れ
て
い
た

と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ
れ
に
決
定
的
な
終
止
符
を
与
え
た
の
は
、
明

治
二
十
三
年
十
月
三
十
日
に
出
さ
れ
た
「
教
育
に
関
す
る
勅
語
」
で
あ
っ
た
。

い
わ
ゆ
る
教
育
勅
語
降
下
の
直
接
の
機
緑
は
、
明
治
二
十
三
年
二
月
の
地
方

長
官
会
議
に
於
い
て
、
文
部
大
臣
に
徳
有
の
根
本
方
針
を
確
定
す
る
よ
う
に
建

議
が
な
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
聞
い
た
内
閣
総
理
大
臣
、
山
県
有

朋
は
こ
れ
を
文
部
省
の
み
の
問
題
と
せ
ず
、
内
閣
全
体
の
問
題
と
し
て
閣
議
に

か
け
た
。
明
治
天
皇
は
地
方
長
官
の
こ
の
建
言
を
重
大
視
し
、
間
も
な
く
教
育

上
の
「
蔵
言
を
編
む
べ
し
」
と
い
う
大
命
を
榎
本
に
お
下
し
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
榎
本
は
間
も
な
く
辞
職
し
、
芳
川
顕
正
文
部
大
臣
に
こ
の
仕
事
は

継
が
れ
た
。
芳
川
の
依
嘱
に
よ
り
、
同
年
六
月
か
ら
中
村
正
直
が
草
案
の
起
草

を
行
な
っ
た
が
、
元
田
永
季
、
井
上
毅
も
ま
た
草
案
を
練
っ
た
。
や
が
て
中
村

案
は
廃
案
と
な
り
、
元
田
、
井
上
案
に
山
県
総
理
大
臣
、
芳
川
文
部
大
臣
が
検

討
を
加
え
成
案
に
至
り
、
発
布
と
な
っ
た
。

a
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「
教
育
勅
語
」
の
発
布
と
道
徳
教
育

「
教
育
勅
語
」
の
発
令
に
よ
り
、
当
時
の
混
沌
し
て
い
た
我
が
国
の
思
想
界

も
そ
の
帰
一
す
る
と
こ
ろ
を
得
て
全
く
平
静
と
な
り
、
わ
が
国
の
教
学
は
こ
こ

に
そ
の
永
遠
不
動
の
根
底
を
樹
立
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

根
本
的
に
は
国
家
主
義
的
文
教
政
策
の
不
動
の
基
準
と
し
て
、
そ
の
歴
史
的

意
義
は
至
高
絶
対
で
あ
っ
た
。
勅
語
発
布
の
気
運
の
中
で
政
府
は
小
学
校
令
を

改
正
（
明
治
二
十
三
年
十
月
七
日
）
と
し
て
、
そ
の
第
一
条
に
、
小
学
校
の
本

旨
を
次
の
よ
う
に
明
示
し
、
「
小
学
校
は
児
童
身
体
ノ
発
達
二
留
意
シ
テ
、
道

徳
教
育
及
ビ
国
民
教
育
ノ
基
礎
並
二
必
須
ナ
ル
知
識
技
能
ヲ
授
ク
ル
ヲ
以
テ
本

旨
ト
ス
」
と
、
小
学
校
の
目
的
を
規
定
し
た
。
従
来
、
小
学
校
教
育
の
目
的
は

単
に
普
通
教
育
を
ほ
ど
こ
す
と
こ
ろ
と
さ
れ
て
い
た
の
を
、
一
層
具
体
化
す
る

と
と
も
に
道
徳
教
育
、
国
民
教
育
を
授
け
る
と
こ
ろ
と
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
国
民
全
体
を
教
育
す
る
義
務
教
育
に
対
し
て
彼
の
意
図
す
る
国
家
主
義
的
方

針
の
確
立
を
完
成
し
た
の
で
あ
る
こ
の
小
学
校
令
が
公
布
さ
れ
て
一
カ
月
た
た

な
い
う
ち
に
「
教
育
勅
語
」
が
発
布
さ
れ
、
修
身
教
育
の
要
旨
が
次
の
よ
う
に

示
さ
れ
た
。

「
小
学
校
ノ
修
身
ハ
教
育
二
関
ス
ル
勅
語
ノ
趣
旨
ヲ
奉
体
シ
本
邦
固
有
ノ
道

ヲ
基
礎
ト
シ
テ
万
国
普
通
ノ
事
理
ヲ
酌
量
シ
、
弱
行
実
践
ヲ
務
メ
、
常
二
社
会

全
般
の
徳
義
二
背
ク
コ
ト
ナ
キ
ヲ
期
ス
ペ
シ
」

翌
年
「
小
学
校
教
育
大
綱
」
が
定
め
ら
れ
た
。
教
則
大
綱
で
は
「
修
身
ハ
教

育
二
関
ス
ル
勅
語
ノ
趣
旨
二
基
ツ
キ
、
児
童
ノ
良
心
ヲ
啓
培
シ
テ
其
徳
性
ヲ
掴

誕
シ
人
道
実
践
ノ
方
法
ヲ
授
ク
ル
ヲ
以
テ
要
旨
ト
ス
」
（
第
二
条
）
と
修
身
科

は
当
然
教
育
勅
語
の
趣
旨
に
基
づ
く
べ
き
こ
と
が
指
示
さ
れ
た
。

教
科
書
の
検
定
制
は
「
小
学
校
令
」
（
明
治
十
九
年
四
月
十
日
）
よ
っ
て
定

教
育
勅
語
の
発
布
に
至
る
迄
の
事
情
と
道
徳
思
想
は
後
の
機
会
に
述
懐
す
る

こ
と
に
す
る
。

め
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
同
年
に
出
さ
れ
た
「
小
学
校
ノ
学
科
及
其
程
度
」
と

い
う
訓
令
で
、
修
身
の
授
業
は
教
師
の
「
談
話
」
方
式
に
よ
る
べ
き
こ
と
に
な

り
修
身
教
授
は
口
授
資
料
書
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
教
育
勅
語
が
換
発

さ
れ
る
と
、
修
身
教
授
は
再
び
教
科
書
に
よ
る
こ
と
と
訓
令
（
明
治
二
十
四
年

十
一
月
）
さ
れ
る
。
従
っ
て
修
身
教
科
書
の
検
定
が
実
施
さ
れ
て
く
る
。
検
定

教
科
書
の
内
容
は
、
小
学
校
修
身
教
科
書
検
定
規
準
に
よ
っ
て
お
さ
え
ら
れ
、

そ
の
項
目
も
「
小
学
校
教
則
大
綱
」
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
次
の
よ
う
に
決
め
ら

れ
て
い
た
。

「
尋
常
小
学
校
二
於
テ
ハ
、
孝
悌
、
友
愛
、
仁
慈
、
礼
敬
、
義
勇
、
恭
倹
等

実
践
ノ
方
法
ヲ
授
ヶ
、
殊
二
尊
王
愛
国
ノ
志
気
ヲ
養
ハ
ン
コ
ト
ヲ
努
メ
、
叉
国

家
二
対
ス
ル
責
務
ノ
大
要
ヲ
指
示
シ
、
兼
ネ
テ
社
会
ノ
制
裁
廉
恥
ノ
重
ン
ス
ヘ

キ
コ
ト
ヲ
知
ラ
シ
メ
、
児
童
ヲ
誘
イ
テ
風
俗
品
位
ノ
純
正
二
趨
カ
ン
コ
ト
ニ
注

意
ス
ベ
シ
」
こ
の
方
針
に
よ
っ
た
当
時
の
修
身
教
科
書
は
、
多
く
徳
目
主
義
に

よ
り
、
そ
れ
か
ら
の
徳
目
を
三
学
年
ご
と
に
繰
返
す
仕
組
で
編
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
徳
目
は
、
教
育
勅
語
の
中
の
徳
目
、
あ
る
い
は
、
教
則

大
綱
に
盛
り
込
ま
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
徳
目
に
想
応
す
る
例
話
を
掲
げ

た
体
裁
の
修
身
教
科
書
を
用
い
て
教
師
が
説
述
す
る
と
い
う
授
業
が
展
開
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
徳
目
主
義
の
教
科
書
に
よ
っ
て
、
教
師
中
心
の
教
育
が
修
身
科

の
教
育
形
態
と
し
て
定
着
し
た
の
で
あ
る
。

明
治
三
十
三
年
頃
か
ら
。
こ
の
形
式
的
で
無
味
乾
燥
な
勅
語
解
説
方
式
は
改

め
ら
れ
、
童
話
や
歴
史
的
人
物
の
伝
記
を
扱
い
、
そ
の
中
に
勅
語
の
徳
目
を
溶

か
し
込
ん
で
み
る
と
い
う
編
成
の
仕
方
を
し
た
教
科
書
が
出
現
し
た
。
こ
の
徳

目
主
義
か
ら
人
物
主
義
へ
の
移
行
は
、
思
想
的
に
は
当
時
流
行
し
た
ヘ
ル
バ
ル

ト
教
育
学
の
「
統
合
の
原
理
」
に
も
と
ず
く
も
の
で
、
そ
の
興
味
説
や
情
操
陶

冶
な
ど
に
さ
さ
え
ら
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
た
が
、
し
か
し
ヘ
ル
・
ハ
ル
ト
の
教
育

学
は
自
発
的
な
興
味
を
尊
重
し
て
、
感
情
や
意
思
を
起
こ
さ
せ
て
、
道
徳
的
品
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性
を
陶
冶
し
よ
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
方
面
の
研
究
は
無
視

さ
れ
て
、
た
だ
管
理
を
重
視
し
た
こ
と
が
、
直
ち
に
国
家
主
義
教
育
学
で
あ
る

如
く
誤
解
さ
れ
、
最
も
関
心
を
も
っ
て
移
入
さ
れ
た
五
段
教
授
法
も
、
教
師
中

心
の
活
動
に
終
始
し
て
形
式
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
学
校
現
場
に
於
い

て
は
次
第
に
、
道
徳
指
導
に
於
け
る
修
身
科
の
任
務
と
限
界
と
を
意
識
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。

ヘ
ル
バ
ル
ト
派
の
教
育
説
は
、
道
徳
的
品
性
の
陶
冶
を
中
心
目
的
と
し
、
そ

の
方
法
を
管
理
と
教
授
と
訓
練
の
三
つ
の
領
域
に
分
け
て
い
る
が
こ
れ
ら
の
関

係
に
つ
い
て
は
っ
き
り
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
三
十
年
後
か
ら
で
あ
る
。

明
治
三
十
七
年
四
月
か
ら
、
全
国
の
小
学
校
は
、
国
定
の
修
身
書
を
用
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
明
治
二
十
九
年
に
は
議
会
に
国
定
教
科
書
の

編
纂
を
要
望
す
る
建
議
が
で
る
。
そ
れ
は
検
定
教
科
書
は
画
一
化
し
て
ほ
と
ん

ど
新
鮮
味
を
欠
く
と
同
時
に
必
ず
し
も
勅
語
の
精
神
を
十
分
に
汲
ん
で
編
集
さ

れ
て
い
な
い
と
し
修
身
教
科
書
を
国
が
編
集
し
て
統
一
す
べ
き
で
あ
る
と
の
要

望
で
あ
っ
た
。

三
十
三
年
に
な
る
と
文
部
省
に
修
身
教
科
書
調
査
委
員
会
が
設
け
ら
れ
、
三

十
六
年
に
国
定
教
科
書
編
纂
委
員
会
を
設
置
し
て
、
国
定
の
仕
事
に
と
り
か
か

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
同
年
、
小
学
校
令
施
行
規
則
を
改
め
て
、
修
身
他
五

教
科
の
教
科
書
を
国
定
制
に
す
る
旨
を
検
定
し
た
。
翌
年
四
月
か
ら
そ
の
実
施

を
見
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
国
定
修
身
書
に
対
し
て
は
激
し
い
批
判
が
起

っ
た
。
そ
れ
は
忠
孝
の
大
儀
を
確
立
し
、
国
民
一
致
の
信
仰
を
統
一
す
る
修
身

書
と
し
て
十
分
で
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
多
方
面
に
渡
っ
て
批
判

が
起
り
、
当
局
は
取
り
急
ぎ
そ
の
改
訂
に
着
手
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

当
時
は
日
露
戦
争
直
後
で
国
家
主
義
が
最
高
潮
に
達
し
て
お
り
、
ま
た
四
十

年
三
月
に
は
小
学
校
令
を
改
正
し
て
、
義
務
教
育
が
六
カ
年
に
延
長
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
状
態
の
中
で
、
修
身
教
科
書
は
四
十
二
年
か
ら
四
十
四
年
に
渡
っ
て

こ
う
し
た
状
態
の
中
で
、
修
身
教
到

全
面
的
に
改
訂
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

教
育
勅
語
の
解
説
論
議
の
間
に
も
徐
々
に
そ
の
輪
郭
が
形
づ
く
ら
れ
、
そ
し

て
三
十
七
・
八
年
の
戦
争
と
こ
れ
に
続
く
国
民
意
識
の
高
揚
は
、
初
期
国
定
修

身
書
の
批
判
を
め
ぐ
っ
て
、
国
民
道
徳
に
発
展
し
た
。
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